
 

平成 29 年度滋賀県社会福祉審議会条例検討専門分科会 

ワーキンググループ①（主な意見） 

１ 内 容 

(1) 日  時 平成 29年 10 月４日（水）17:00～19:30 

(2) 出席委員 垣見委員（座長）、北野委員、佐野委員、小野委員、重森委員、尾上委員 

(3)検討事項 差別の実態の把握分析、差別の要因について議論する。（必要に応じて事例

収集を行う。） 

 

２ 主な意見 

 【事例の収集について】 

・事例を集めることに時間がかかり、条例の議論が進まないことは本意ではないが、更

に集める必要がある。 

・差別を受けているということを当事者が感じることができていない状況があり、そう

いう意味での収集がいると思うが、今は集まっている事例をしっかりと分類をして、

差別禁止の分野別規定や総則など条例の中身の検討をする必要がある。条例の策定に

向けた作業を進める時期にきている。 

・今ある事例からまず条例に規定する分野を整理し、条例を検討する中で足らざる部分

があれば、分野ごとのミニ学習のようなワークショップをして事例収集を行ったらど

うか。 

・集会などに参加できる方の声は事例として集まるが、施設入所者など、声の届かない

方への意見をどう集約していくのか。 

 

【条例の内容について】 

・差別禁止の分野別規定は他府県の条例などの分類に加えて、災害、複合差別を加えて

いくという方法がある。 

・社会的入院と社会的入所という項目を是非入れてもらいたい。福祉的就労の中身のな

さも大切。そういった部分を東案に加えて提案したい。 

・入所は、自己決定や意志決定支援、命の尊厳などということで総則に書いていけるか

もしれない。障害女性や入所の規定を分野の禁止規定にまで盛り込めるのかは検討が

必要。 

 

【今後のワーキングの進め方について】 

・各分野から特徴的な典型事例をピックアップして、その事例をもとに条例で規定する

内容を検討する。 

・第２回分科会までに再度ワーキングを開催し、典型事例を基にした差別禁止の分野別

規定などを検討し、その意見を事務局で整理をして、事務局案として第２回の分科会

で示したい。 


























